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関係各位 
2023年 6 月 26 日 

ロッテの経営正常化を求める会 
株式会社光潤社 

代表取締役社長 重光宏之 
 

株式会社ロッテホールディングスの定時株主総会への 
株主提案（取締役選任議案及び定款変更議案）提出のお知らせ 

 
株式会社ロッテホールディングス（以下「ロッテホールディングス」といいます。）の最大株主である

株式会社光潤社（以下「光潤社」といいます。）は、ロッテホールディングスのコーポレート・ガバナン
スの機能が欠如している現状を抜本的に糺すため、2023 年 6 月 28 日に開催される予定のロッテホール
ディングスの定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）に向けて、下記のとおり、株主提案
を提出いたしましたので、ご報告いたします。 
 

記 
 
1. 株主提案の趣旨 
ロッテホールディングス代表取締役会長の重光昭夫氏は、2019 年 10 月に、韓国において贈賄罪・背

任罪など複数の罪状に関して有罪判決が確定したにも拘わらず、現在もなお、ロッテホールディングス
の代表取締役に留まり続けております。 
代表取締役が刑事事件で有罪判決を受けるという事態により、約 70 年に亘って従業員たちが築き上

げてきたロッテグループのブランド価値・レピュテーション・企業価値は大きく毀損しました。それにも
拘わらず、ロッテホールディングスにおいては、有罪判決を受けた当人を始めとして、誰も責任を取ら
ず、原因の究明や再発の防止も図られていない等、コンプライアンス及びコーポレート・ガバナンスの観
点のみならず、企業倫理の観点からも理解不能な状態に陥っております。 
さらに、重光昭夫氏がロッテ―ホールディングスの代表取締役に就任して以降、ロッテホールディング

ス及び傘下のロッテグループ企業における経営成績は悪化し、繰り返される巨額の特別損失、2021 年 3
月期における過去最大の赤字計上、韓国上場子会社における時価総額の大幅かつ継続的な減少、流動性
危機の発生など、経営不振が続き、経営者としての手腕の面においても評価するべき点を見つけること
が困難です。 
こうした中、ロッテホールディングスの韓国における子会社群においては、従業員などの大規模なリス

トラが行われる一方、重光昭夫氏は、業績不振の責任を省みることなく、そうした中間的な子会社群から
配当や役員報酬名目で巨額の金銭を得ている状況です。このような状況については、韓国の議決権助言
機関 CGCG（Center for Good Corporate Governance）も、2023 年 3 月に開催されたロッテケミカル及
びロッテ七星の定時株主総会に提出された会社提案議案に関し、有罪判決が確定していること、過剰な
兼職によって取締役としての職務を忠実に遂行できるのか懸念されること、取締役会の出席率が 75％未
満であることなどから、重光昭夫氏の取締役の選任議案に反対しております。 
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ロッテグループがこうした状況から脱却し、真にステークホルダーの皆様をはじめ、社会からの信頼を
取り戻すためには、コーポレート・ガバナンスの抜本的な刷新・建て直しが不可欠であり、その実現のた
め、取締役として重光宏之を選任する議案、及び有罪判決を受けるような不適切な人物がロッテホール
ディングスの取締役に就任することを防止する観点から取締役の欠格事由を新設する定款変更議案を併
せて本定時株主総会に提出いたしました。 
 
2. 本株主提案の内容 
（1） 取締役 1 名（重光宏之）選任の件 
（2） 定款変更の件 

株式会社ロッテホールディングスの定款を下記のとおり変更する。 
記 

株式会社ロッテホールディングスの現行の定款に、第１８条の２として、以下の条文を新設する。 
【変更案】 
第１８条の２ 法令（外国の法令を含む。）の規定に違反し、禁固以上の刑（外国において言い渡
された同様の刑を含む。）に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなっ
た日から二年を経過しない者（刑の執行猶予中の者を含む。）は、取締役となることができない。 

 
重光宏之及び光潤社といたしましては、ロッテグループの社員とそのご家族ほか関連するステークホ

ルダーの皆様のために、コーポレート・ガバナンス及びコンプライアンス体制を立て直し、経営正常化を
実現するためあらゆる手段を尽くします。引き続き、皆様のご理解及びご協力を賜りますよう、よろしく
お願い致します。 
 

以上 
 


